
別紙

4ワ ーキング・グループにおける検討項目

l 健 康 ・医療WG

l.再 生医療の推進

再生医療を推進する観点から、再生医療の研究に使用する細胞を円滑に入手できる仕

組みの構築や医工連携による細胞加工の医療機関以外への外部委託を可能とするルー

ル整備等再生医療の推進に向けた環境を整備すべきではないか。

2。 医療機器の承認業務の民間開放の推進

高度管理医療機器は大臣承認の対象とされ、その審査は独立行政法人医薬品 ・医療機

器総合機構 (PMDA)が 一元的に行つている。

医療機器の審査期間を短縮する観点 (いわゆるデバイス ・ラグの解消)か ら、高度管

理医療機器についても民間の登録認証機関が審査 ・認証を行えるようにすべきではない

か 。

3。 革新的医薬品 ・医療機器の薬価算定ルール等の見直し

革新的医薬品・医療機器について、開発者のインセンテイブを十分に引き出せるよう、

日本製薬団体連合会が提言している 「類似治療比較方式 (仮称)」等を参考にしつつ、

薬価算定ルールの見直しを行うべきではないか。

4。 治験前臨床試験の有効活用

医薬品の審査期間を短縮する観点 (いわゆるドラッグ ・ラグの解消)か ら、治験開始

前のデータであっても一定の条件の下で治験データとして活用することを認めるべき

ではないか。

5.― 般健康食品の機能性表示の容認

付加価値の高い農産物 ・加工品の開発を促進する観点から、ヒトによる治験を経て、

健康増進に対するエビデンスが認められた素材を含有する健康食品について、その効

能 ・効果に関する表示を認めるべきではないか。

6.保 険外併用療養の更なる範回拡大

保険診療と保険外診療の併用制度について、先進的な医療技術の恩恵を患者が受けら

れるようにする観点から、先進的な医療技術全般 (薬剤を用いない医療技術、再生医療

等)に までその範囲を拡大すべきではないか。



7。 遠隔診療の普及

患者の利便性の向上の観点から、対面診療と比べて低い診療報酬を見直すとともに遠

隔診療を医療機関の判断で可能とすべきではないか。

8.処 方箋等の電子化の推進

電子カルテシステムの標準規格の普及 ・接続の促進、処方箋の電子化 (電子的手法に

よる処方箋の交付 二提出等)の 許容、レセプト等医療データの利活用を推進すべきでは

な い か 。

9。 介護事業の効率化

社会福祉法人の経営の透明性を向上させるとともに、競争原理によるサービス向上を

実現する観点から、経営の一層の効率化を図り得る仕組みにすべきではないか。



‖ エ ネルギー0環境WG

l。 自然公園における地熱発電の開発可能地域のプーニング

自然公園の特別地域内においては原則として風力・地熱発電施設を建設することはで

きない。

自然公園の特別地域内において風力 ・地熱発電施設の建設を促進する観点から、風

力 0地熱発電施設を建設できる地域を設定 (ゾーニング)し 、当該地域の立地規制を大

幅に簡素化すべきではないか。

2。 変電所のバンク逆潮流制限の緩和措置

メガソーラーが発電した電力は、配電用変電所のバンク (変圧器)よ り下流でのみ消

費され、バンクより上位の配電網に電力を送り出すことができない。この制限のために、

当該バンクの下で消費される電力量を超える発電ができず、メガソーラー普及のボ トル

ネックになっているとの指摘がある。

再生可能エネルギーの普及を促進する観点から、変電所のバンク逆潮流制限を緩和す

べきではないか。

3。 慣行水利権に従属する小水力発電の普及促進

主に農業用水への利用において歴史的に認められている 「慣行水利権」に従属して小

水力発電設備を設置する場合において、「慣行水利権」を維持したまま新規の発電水利

権の許可を得るための要件が不明確かつ申請書類が煩雑であることから、小水力発電設

備の設置の障害となっている旨の指摘がある。

「慣行水利権」を維持したままでの新規の発電水利権の許可を得るための要件を明確

化し、申請書類を簡素化すべきではないか。

4。 バイナリー発電設備のポイラー ・タービン主任技術者選任範回の見直し

バイナリー発電は、蒸気や熱水を熱源として、低沸点の媒体を加熱 ・蒸発させて、そ

の蒸気によリタービンを回し発電するものであるが、一定の条件を満たす小型のバイナ

リー発電設備については、ボイラー ・タービン主任技術者の選任、定期検査等が不要と

されている。

再生可能エネルギーの普及を促進する観点から、当該条件を緩和すべきではないか。

5。 次世代自動車等の普及を加速するためのインフラ整備

急速充電器、ガソリンスタンド、水素スタンド、天然ガススタンド等の設置には各種

の保安規制が課されている。

次世代自動車等の普及を促進する観点から、急速充電器の設置規制や、ガソリン、水

素、天然ガス等の各燃料種別に規定されているインフラに係る保安規制を総合的に見直

すべきではないか。



6.グ リーン料金メニューに係る温対法上のC02排 出係数の見直し

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量の算定 0報告 ・公表

制度に基づき、一定量以上の電気の使用者は、電気の小売を行う電気事業者ごとに定め

られているC02排 出係数 (各電気事業者による調達電源の全電源平均排出係数)を 用
いて、自らの電気の使用に関わるC02排 出量を算定し、国に報告することが義務付け
られているが、電気の小売事業者には 1つの排出係数のみが認められているため、柔軟
な料金メニュー (C02排 出係数の異なる料金メニュー)を 需要家に提示できない。

需要家によるメニューの選択を通じたC02の 排出の抑制を図る観点から、電気事業

者による複数のC02排 出係数メニューの提供を可能とすべきではないか。



Ⅲ 雇 用WG

l。 働きやすい労働環境の整備

女性、高齢者、若者等の労働力率を高めるため、企画業務型裁量労働制の見直し、フ

レックスタイム制の見直し等を図ることにより、ワーク ・ライフロバランス等に配慮し

た労働時間規制とすべきではないか。

勤務地や職務が限定された労働者の雇用に係るルールを整備することにより、多様で

柔軟な働き方の充実を図るべきではないか。

2。 労働条件の変更規制の合理化

労働条件を変更するための要件の合理化 ・明確化を通じて使用者及び労働者双方の二

―ズに合致した労働条件への変更を可能とすべきではないか。

3.付 随的業務の範□等の見直し

多様で柔軟な働き方の実現の観点から、「専門26業務」、「付随的業務」及び 「自由化

業務」の区別の明確化等を行うべきではないか。

4。 派遣元の無期雇用労働者に関する規制の緩和

多様で柔軟な働き方の実現の観点から、派遣元における無期雇用労働者であれば派遣

期間の制限は課されないこととすべきではないか。

5。 医療関連業務における労働者派遣の拡大

医療分野における多様で柔軟な働き方の実現の観点から、都道府県の医療対策協議会

を通じた医師以外の医療関連業務に従事する労働者の派遣を認めるべきではないか。

6。 有料職業紹介事業の見直し

求人者と求職者のマッチングを促進する観点から、年収要件を引き下げたり、「経営

管理者」の限定を柔軟化したりすべきではないか。

7。 高卒新率者採用の仕組みの見直し

高卒新卒者と求人者のマッチングを促進する観点から、ハローワーク等を経由して高

卒新卒者を募集する仕組みを見直すべきではないか。

8。 労使双方が納得する解雇規制の在り方

解雇に係る規制を明確化するとともに、解雇が無効であつた場合における救済の多様

化により、使用者及び労働者の双方が納得するルールの下で仕事ができるよう労働環境

の整備を行うべきではないか。



Ⅳ 創 業等WG

l。 企業内容等の開示の合理化

IPOの コス トを低減させる観点から、企業内容等の開示の合理化等を図るべきでは

な い か 。

2。 ビッグデータビジネスの普及 (個人情報の利用制限の見直し)

ビッグデータビジネスの普及を促進する観点から、「個人情報」の定義を明確化する

とともに、収集した個人情報について、個人を特定できない状態にした場合には、個人

情報保護法の適用対象とはせず、第三者への提供や目的外利用を可能とすべきではない

か。

3.輸 出通関申告富署の自由化

特定輸出者 (セキュリティ管理を含め関税法に係る社内コンプライアンス管理を認定

された輸出者)の 輸出申告については、申告先の税関官署を自由化するとともに、輸出

申告を届出制とすべきではないか。

4。 区分所有法における決議要件の緩和

老朽化したマンション等の建替えを促進するため、区分所有法における決議要件を緩

和すべきではないか。

5。 容積率の緩和

既存不適格マンションの建替えを促進する観点から、容積率の割増し等を行うべきで

は な い か 。

6。 確定拠出年金の見直し

確定拠出年金の普及促進の観点から、個人型確定拠出年金の加入対象範囲の拡大、個

人型及び企業型確定拠出年金の脱退要件の緩和、企業型確定拠出年金の拠出限度額の引

き上げ、加入者の拠出額の制限の撤廃等運用面を含めて改善を行うべきではないか。

7。 確定給付企業年金の見直し

確定給付企業年金の普及促進の観点から、老齢給付金の支給要件を緩和すべきではな

い か 。

8。 出資法 ・利息制限法による利率規制 ・総量規制の見直し

出資法 ・利息制限法による利率規制や総量規制を見直すべきではないか。



9。 信書の取扱いの全面的な民間開放に向けた信書便法の見直し

日本郵政株式会社以外の民間事業者も信書の取扱いが容易となるよう信書便法を見

直すべきではないか。

10。総合的な取ヨl所の創設

アジア No.1市場を構築し、産業インフラとして機能する取引所の国際競争力を維

持 ・強化する観点から、証券 ・金融 ・商品を一体的に取り扱う取引所 (「日本総合取引

所」)を 早期に創設すべきではないか。

11。産業としての農業の競争力強化

中小企業信用保険制度の対象業種の範囲等の諸規制を含め、産業としての農業の競争

力強化の観点から、その在り方の見直しを図るべきではないか。
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1.規制改革への取組

日本年1/24に安倍総理ご出席の下で会議を立ち上げ、既に2/15、2/25と3回開催。
日会議運営と規制改革の進め方等に関する討議を重ね、以下の3つのカテゴリー

の組み合せで規制改革に取り組むことを決定。

【カテゴリー 1】 最優先案件
・安倍政権の重要政策の実現の阻害要因となっている諸規制のうち、
特に緊急性 ・重要性の高い項目を選定し、本会議で集中的に取 り組み、
早期結論を目指 していく。

<直 ちに着手する案件>
◆一般用医薬品のインターネット等販売
◆保育サービスの規制緩和
◆石炭火力発電に対する環境アセスメントの緩和
◆電カシステム改革(電力小売の全面自由化、発送電分離等)

※上記案件に結論を得次第、新たな項目を選定し、常時数件に取り組む態勢とする。

【カテゴリー2】 分野別ワーキンググループ (WG)案 件
口総理ご指示の重点3分野と、その他分野で経済再生に資する項目のうち、
特に重要性の高い項目を選定し、本年6月取纏めに向けて効率的・効果的
に取り組む。

1)健康・医療  2)エ ネルギーロ環境  3)雇 用  4)創 業等

・2/25の会議において、上記4WGの 検討項目を右記の通り決定。
・次回会議までの間に、各WGを 立ち上げ、右リスト項目の優先順位付けと

新規追加項目の検討を行う。(追加項目も6月までに取り纏める)

【カテゴリー3】 常時受付案件
・広く国民から寄せられる規制改革要望は常時受付け、年間サイクルで回す
通常活動の中で着実かつ迅速に対応する。

2.産 業競争力会議などとの連携

・産業競争力会議などから要請された項目については、都度、規制改革会議にて

対応していく。

3口国際先端テスト

ロ上記改革の推進にあたつては、国際先端テストの手法を活用し、成果を高める。

規制改革会議の取り進めについて 平成25年2月28日

規制改革会議議長
岡 素 之

※扁鋼参照【4つのワロキンググル‐フ
・
(WG)における検討項目】

I 健 慶 ・医菫WG〔 座長 :菫 百含量旦〕

1.再 生医療の推進
2。医療機器の承認業務の民間開放の推進
3。革新的医薬品 ・医療機器の薬価算定l‐ル等の見直し
4.治 験前臨床試験の有効活用
5.― 般健康食品の機能性表示の容認
6。保険外併用療養の更なる範囲拡大
7.遠 隔診療の普及
8.処 方箋等の電子化の推進
9。介護事業の効率化

Ⅱ エ ネルギー 0壼腕WG`庄 長 :豊菫ロヨ墨買〕

自然公園における地熱発電の開発可能地域のダ‐ニング
菱電所のドンタ逆潮流制限の緩和措置
慣行水利権に従属する小水力発電の普及促進
′1 イ゙ナリ̈発電のがイラ‐夕‐Lり主任技術者選任範囲の見直し
次世代自動車等の普及を加速するためのインフラ整備
グリ‐″料金メニコ‐に係る温対法上のC02"F出係数の見直し

雇用WG(塵 長 :■光太日壼旦〕

1.働 きやすい労働環境の整備
2.労 働条件の変更規制の合理化
3.付 随的業務の範□等の見直し
4.派 遣元の無期雇用労働者に関する規制の緩和
5。医療関連業務における労働者派遣の拡大
6。有料職業紹介事業の見直し
7。高率新率者採用の仕組みの見直し
8。労使双方が納得する解雇規制の在り方

Ⅳ 目 菫馨WG`座 長 =大瞥由莉番目〕

1.企 業内容等の開示の合理化
2。L ッ゙グデ‐夕L ガ゙llの普及 (個人情報の利用制限の見直し)
3。輸出通関申告宮署の自由化
4.区 分所有法におIナる決議要件の緩和
5.容 積率の緩和
6.確 定拠出年金の見直し
7。確定給付企業年金の見直し
8.出 資法 ・利息制限法による利率規制 0総量規制の見直し
9.信 書の取扱いの全面的な民間開放に向けた信書便法の見直し
10。総合的な取ヨl所の創設
11.産業としての農業の競争力強化
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